
〈工事費内訳書作成フロー〉

※競争入札にかかる建設工事

※入札参加者は必ず購入

※右記、記載例参照。

入　札
※入札時に工事費内訳書を入札用封筒に入札書と同封し、投函すること。
※工事費内訳書の工事価格と入札書の金額を必ず一致させること。

＜参考＞

　　主な誤り例
・計算過程において金額の端数を切り捨てている。
・指定する記載項目（費目・工種）が誤っている。
・計算過程において計算ミスがある。
・入札金額と工事費内訳書の金額が一致してしない。
・工事費内訳書を忘れて、提出されていない。

　詳しくは「対馬市工事費内訳書取扱要綱」（本市ホームページに掲載）をご覧下さい。

※指定した項目（費目・工種等）の金額、工事名、商号又は名称、代表者
氏名、住所を必ず記載し、押印すること。（入札代理者の記名押印は不
要）

　建設業法及び入札契約適正化法の改正により、平成２７年４月１日より公共工事で競争入札により実施するものについて、工事費内訳書の提出
が義務付けられ、本市におきましても工事費内訳書を提出を義務づけておりますので、入札時には必ず工事費内訳書を提出して下さい。
　なお、工事費内訳書の内容に不備があった場合は、入札が無効となることありますので十分確認して下さい。

対馬市発注の建設工事に係る入札参加者へ重要なお知らせ

一般競争入札の公告・指名競争入札の執行通知

設計縦覧ＣＤの購入

※設計縦覧ＣＤ内に「入札用工事費内訳書ファイル（○○○○工事）」を
添付しており、記載項目（費目・工種等）を指定しているので内容を必ず確
認し作成すること。

工事費内訳書の作成


